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「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」に 

自動販売機を設置する事業者を募集します 

 

一般競争入札により、「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」への自動販売機設置業者を

決定しますので、入札に参加を希望する方は、募集要領等をご覧のうえ、お申し込みくだ

さい。 

 

１ 貸付物件  

物件 
番号 

貸し付ける市有財産 貸付期間 
貸付 
箇所 

種類及び
設置台数 

貸付 
面積 

１ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室  

食品汎用

機   1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

２ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室 

アイスクリ

ーム（冷菓） 

1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

*回収ボックス、転倒防止版含む 1.50 ㎡（うち高さ 120cm の面積 0.2 ㎡） 

※入札は物件ごと行い、応札者のうち入札貸付料率の高かった者がそれぞれ落札者として

決定します。 

 

２ 入札参加資格確認申請  

（１）入札参加資格確認申請書及び提出書類 

「自動販売機設置事業者募集要項」のとおり提出してください。  

（２）提出先 

山形市樋越 22 番地 山形市児童遊戯施設べにっこひろば  

電話 023-674-0220 

（３）受付期間 

2019 年 5 月 14 日（火）から 2019 年 5 月 24 日（金）までの期間 

午前９時から午後 5 時まで 

（４）提出方法 

上記提出先に直接持参すること。郵送又はファクシミリ、電子メールによる提出は

認めません。 

 

３ 入札日時・場所  

日 時 2019 年 5 月 28 日（火）  

物件１：午前 10 時 30 分から 

物件２：午前 11 時 00 分から 

場 所 山形市児童遊戯施設 べにっこひろば 相談室 
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４ 募集要項・参加資格確認申請等  

（１）募集要項 

（２）仕様書 

（３）自動販売機設置場所 

（４）入札参加資格確認申請関係書類 

・入札参加資格確認申請書 

・誓約書 

・業務実績書 

・質問書 

（５）入札書、委任状 

 

 

連 絡 先 

〒990-0815 

  山形市樋越 22 番地 

  山形市児童遊戯施設べにっこひろば 担当：土肥 

  TEL：023-674-0220 

  FAX：023-674-0221 

  E-mail  benikko@ikuji-land.jp 
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（１）【募集要項】 

自動販売機設置事業者募集要項 

自動販売機設置に係る市有財産の貸付け（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

 

 特定非営利活動法人やまがた育児サークルランドでは、所有者 山形市から借り受けた

「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」の一部面積に自動販売機を設置する事業者を募集

し、一般競争入札によって決定します。 

 入札への参加を希望される方は、本募集要項のほか仕様書等をよくご覧になり、落札後

の辞退や契約期間中の撤退などがないように十分ご検討のうえ、入札にご参加ください。  

 

１ 入札に付する事項等 

（１）契約の形態 

   自動販売機を設置するための借受市有財産の転貸借 

（２）貸付物件 

   次の物件番号の順にそれぞれ入札を実施する。 

物件 
番号 

貸し付ける市有財産 貸付期間 
貸付 
箇所 

種類及び
設置台数 

貸付 
面積 

１ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室  

食品汎用

機   1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

２ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室 

アイスクリ

ーム（冷菓） 

1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

*1.50 ㎡（うち高さ 120cm の面積 0.2 ㎡） 

※1 貸付面積には、転倒防止板、回収ボックス設置部分を含む。  

※2 貸付期間の更新はしない。 

（３）貸付条件等 

   別添仕様書による。 

（４）参考データ（山形市児童遊戯施設べにっこひろばの概要 2019 年 4 月現在） 

    ア 利用可能日  毎月第 2 木曜日と元旦の休園日を除く 

    イ 利用可能時間 利用可能日の 9：00～19：00 

    ウ 利用者数   2017 年度 254,884 人     2018 年度 262,554 人 

    エ 年間販売本数  新規設置 

２ 入札参加資格要件 

    次に掲げる要件を全て満たす者に限り参加することができる。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

（２）山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員等その他これらに準ずる者でないこと。 

（３）山形市市税条例（昭和４０年市条例第３７号）第３条に規定する市税及び国税を滞

納していないこと。 
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（４）入札公告の日から過去２年の間に、２回以上にわたって国又は地方公共団体の庁舎

等に自動販売機を設置し、誠実に管理運営を行った実績を有している者であること。 

（５）入札に付する自動販売機で販売する商品に関し、法令等の規定により許認可等を要

する場合は、当該許認可を有していること。 

３ 入札参加資格確認申請 

   入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（様式２）及び関係書類を提

出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）受付期間 

   2019 年 5 月 14 日(火)から 2019 年 5 月 24 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時まで 

（２）受付場所 

   山形市樋越 22 番地        電話 023-674-0220 

（３）提出書類 

 提出書類 法人 個人 

１ 入札参加資格確認申請書（様式２） ○ ○ 

２ 身分証明書（市町村発行のもの） × ○ 

３ 登記事項証明書（現在事項証明書） ○ × 

４ 山形市税及び国税の滞納がないことの証明書類 ○ ○ 

５ 誓約書（様式３） ○ ○ 

６ 業務実績書（様式４） ○ ○ 

７ 設置する自動販売機の仕様書又はカタログ（回収ボッ

クスの仕様・寸法を含む。） 
○ ○ 

８ 委任状（様式５） 注 × 

９ 法令等の規定により許認可等を要する場合は、当該許

認可等を有していることを証明する書類 
○ ○ 

注 本社が支店等に権限を委任する場合に必要となります。 

※1  ２、３、４については、発行３か月以内の原本とします。 

※2  山形市の「競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）」に登録されている

場合は、２～６までの書類の提出を省略できます。 

（４）提出部数    １部 

（５）入札参加資格の確認結果 

一般競争入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認通知書（様式７）

により通知する。 

４ 質問及び回答について 

（１）提出方法 

   質問書（様式６）を持参又は電子メールにより提出すること。 

（２）受付期間 

   2019 年 5 月 24 日（金）17 時到着分まで 

直接持参の場合は、毎日 9 時から 17 時まで受け付けます。 

※ 上記期限以降に提出された質問は、受け付けしませんのでご注意ください。 
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（３）質問者への回答 

   質問書を受け付けた日の翌日から起算して３日目までに電子メール等で個別に回答

書（様式６－２）により回答する。また、すべての質問事項及び回答をまとめ、 

2019 年 5 月 27 日（月）までに山形市 HP 内のべにっこひろばブログに掲載する。 

５ 入札及び開札に関する事項 

（１）日時 

2019 年 5 月 28 日（火）10 時 30 分から 

詳細は下記日程のとおりとし、入開札は、物件番号順に順次行う。また、必要に応

じて再度入札を行う。 

物件 入札開始時間 

１ 午前 10 時 30 分 

２ 午前 11 時 00 分 

（２）場所   山形市樋越 22 番地  山形市児童遊戯施設べにっこひろば 相談室 

（３）入札書の記載方法 

ア  入札書は、指定の入札書（様式９）に必要事項を記載すること。 

イ 入札書には、希望貸付料率（％で小数点第１位まで）を記載すること。 

なお、貸付料率は、市に支払う貸付料を算定するために、売り上げ（消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、売上実

績額の１０８分の１００に相当する額）に乗じる割合です。 

（４）入札書の提出方法 

ア  入札書（様式９）に必要事項を記載・押印すること。 

イ  入札書を封印する封筒（長形３号の定型封筒）の表面に、①「入札件名及び物

件番号」（件名は「自動販売機設置に係る市有財産の貸付け」とし、設置施設名

称と入札する物件番号を併記する。）、②「入札書」、③「入札者の氏名（法人の

場合は当該法人の所在、名称又は称号及、代表者名）」を記載し、上記アの入札

書を封印すること。 

ウ  一般競争入札参加資格確認通知書（様式７）の写し１部を、入札前に提出する 

こと。 

エ  代理人が入札する場合は、委任状（様式９－２）１部に必要事項を記載・押印

し、入札前に提出すること。 

（５）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

・入札の参加資格のない者の入札 

・同一の入札について二以上の入札をした者の入札 

・金額を訂正した入札 

・金額及び氏名その他入札に関する要件を確認しがたい入札 

・入札に際して不正の行為があった入札 

・その他入札条件に違反した入札 

（６）再度入札  

予定貸付料率以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 



6 

 

（７）落札者の決定方法 

ア  有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された貸付料率が市の定める予定

貸付料率以上で、かつ、最高の貸付料率をもって入札した者を落札者とする。 

イ  落札者となるべき同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじで落札者を

定める。 

  この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これ

に代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。  

６ 契約に関する事項 

（１）契約書（案） 別紙のとおり 

（２）契約書は１物件ごとに作成する。 

（３） 契約書取り交わし時期  落札決定の日から５日以内に契約を締結するものとする。 

（４）落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が前記２

に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。  

（５）契約に要する一切の経費等は、落札者の負担とする。 

８ その他  提出された申請書等は返却しません。 

９ 問い合わせ先 

  〒990-0815 

  山形市樋越 22 番地 

  山形市児童遊戯施設べにっこひろば 担当：土肥 

  TEL：023-674-0220 

  FAX：023-674-0221 

  E-mail  benikko@ikuji-land.jp 
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（２）【仕様書】 

仕  様  書 

自動販売機設置に係る市有財産の貸付（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

 

１ 貸付場所の概要 

物件 
番号 

貸し付ける市有財産 貸付期間 
貸付 
箇所 

種類及び
設置台数 

貸付 
面積 

１ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室  

食品汎用

機   1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

２ 

山形市児童遊戯施設

べにっこひろば 

山形市樋越 22 番地 

2019 年 6 月 1 日から 

2022 年 3 月 31 日まで 
休憩室 

アイスクリ

ーム（冷菓） 

1 台 

1.50 ㎡/台 

*下記参照 

*1.50 ㎡（うち高さ 120cm の面積 0.2 ㎡） 

※1 貸付面積には、転倒防止板、回収ボックス設置部分を含む。  

※2 貸付期間の更新はしない。 

２ 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者（以下「設置者」

という。）の遵守事項 

（１）大きさ 

幅 1.5m、奥行き 1.0m 以内とし、自動販売機の放熱余地、転倒防止板及び回収ボッ

クスに必要な面積は、貸付面積に含むものとする。 

ただし、回収ボックス設置個所については、高さが１２０ｃｍとする。  

（２）デザイン 周辺環境（外観色を含む。）に配慮したデザインとする。 

（３）環境対策 

ア 省エネルギー 

センサーコントロールによる照明の自動点滅・減光又は閉庁時間帯のタイマー制

御による照明の消灯及びピークカット並びに真空断熱材やヒートポンプ採用など、

消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 

イ フロン対策 

  冷媒及び断熱材発泡剤に、オゾン層を破壊する物質及びフロンを使用していない

こと。 

なお、冷媒には、地球温暖化への影響の少ない低ＧＷＰ（地球温暖化係数）冷媒

である二酸化炭素又は炭化水素等を冷媒として使用する機種が望ましい。  

（４）安全対策 

ア 転倒防止 

自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認したうえで、転倒防止対策

を施すこと。 

イ 食品衛生 

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）などの関係法令等を遵守し、販売商品
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の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受け

なければならない。 

ウ 防犯 

硬貨選別装置・紙幣識別装置のプログラム改変などにより、偽造通貨又は偽造紙

幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であって

も「自販機堅牢化基準（一般社団法人日本自動販売機工業会作成）」を遵守し、犯

罪防止に努めるものとする。 

（５）回収ボックスの設置 

ア 回収ボックスの設置 

販売する飲料水等の容器を種類別に分別できるよう、販売種別に応じた数の回収

ボックスを設置する。 

イ 回収ボックスの規格 

（ア）素材は、プラスチック製又は金属製とする。 

（イ）容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が

あふれたり周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。 

（ウ）その他使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器

投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けの

あるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 

ウ 使用済み容器の処理 

容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）などの関係法令に基づき、設

置者が適切に回収し、処理する。 

（６）自動販売機の管理運営 

ア 設置する自販機には、販売し管理するものの連絡先を自動販売機の見やすい位置

に明記すること。 

イ 設置者は、商品の補充及び変更、現金の回収・補充並びに自動販売機内部・外部

及び貸付場所の清掃を行うこと。 

ウ 設置者は、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保

証活動を行うこと。 

エ 設置者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、

故障時には即時対応すること。 

３ 販売商品の種類等 

（１） 販売品目の種類及び形態 

物件番号１ 

     ・ ゼリー、菓子、食品類の食品汎用機とする。 

     ・ 販売品目の詳細については、契約後に協議のうえ決定するものとする。 

   物件番号２ 

     ・ アイスクリーム（冷菓）販売機とする。 

     ・ 販売品目の詳細については、契約後に協議のうえ決定するものとする。  

（２）販売価格 

   標準販売価格とする。 
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４ 賃貸料 

設置する自動販売機の月ごとの売上金額に提案のあった貸付料率を乗じて得た額に、

別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。 

５ 光熱水費 

光熱水費は、設置者が設置する計量器（計量法（平成４年法律第５１号）に基づく検

査に合格したものに限る。）で計測した使用量に基づき算定した額とし、賃貸料とは別

に徴収する。 

６ 売上手数料 

徴収しない。 

７ 売上実績の報告 

設置者は、売上報告書（指定様式）により自動販売機の月ごとの売上本数及び金額を、

四半期最終月の翌月の１０日までに報告する。 

８ 費用負担 

自動販売機及び電気料を計測するための計量器の設置、維持管理及び撤去に要する費

用は、設置者が負担する。なお、設置に当たっては、貸付者の指示に従うものとする。 

９ 貸付場所の返還 

契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に

回復して貸付者の確認を受けなければならない。 

10 設置した自動販売機に係る事故 

貸付者の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。  

11 商品等の盗難及び破損 

（１）貸付者の責に帰することが明らかな場合を除き、貸付者は、その責を負わない。 

（２）設置者は、自動販売機及び当該自動販売機内の商品若しくは当該自動販売機内の売

上金又は釣銭が盗難又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければ

ならない。 
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（３）【自動販売機設置位置】 

 

 

 

○物件番号１ 

 自販機分    幅１．３ｍ  奥行き１．０ｍ 

 回収ボックス分 幅０．４ｍ  奥行き０．５ｍ  高さ１２０ｃｍ 

○物件番号２ 

  自販機分    幅１．３ｍ  奥行き１．０ｍ 

 回収ボックス分 幅０．４ｍ  奥行き０．５ｍ  高さ１２０ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

（４）【入札参加資格確認申請関係書類】 

 

様式２ 

入札参加資格確認申請書 

 

  年   月   日  

（宛先）特定非営利活動法人  

やまがた育児サークルランド  

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                           印 

(法人の場合は法人名及び代表者の職氏名) 

(担当者） 

担当部署                 

担当者氏名                

電話番号                 

 

下記の貸付けに係る一般競争入札に参加したいので、入札参加資格確認資料を添えて

申請します。 

 

記 

 

１ 件名及び物件  自動販売機設置に係る市有財産の貸付 

（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

 

 

参加を希望する番号を○で囲む。 

 

物件番号 貸付け施設 貸付け箇所 

１ 山形市児童遊戯施設べにっこひろば 休憩室 

２ 山形市児童遊戯施設べにっこひろば 休憩室 

 

２ 添付書類 

(1) 登記事項証明書（法人の場合） 市町村発行の身分証明書（個人の場合） 

(2) 市税及び国税の滞納がないことの証明書 

(3) 誓約書（様式３） 

(4) 業務実績書（様式４） 

 (5) 設置する自動販売機の仕様書又はカタログ 

 (6) 委任状（支店等に権限を委任する場合）（様式５） 

 (7) 法令等の規定による許認可等を証する書類（資格が必要な商品を販売する場合） 

  注 1 （1）、（2）の書類は、３か月以内に発行されたもの。 

   2 山形市の「競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）」に登録されている者は、

上記（1）～（4）までの書類を省略できる。 
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様式３ 

誓 約 書 

  年  月  日 

（宛先）特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                           印 

(法人の場合は法人名及び代表者の職氏名) 

 

所有者山形市から特定非営利活動法人やまがた育児サークルランドが借り受けた山形市

児童遊戯施設べにっこひろばの一部面積に自動販売機を設置するための借受市有財産の転

貸借の一般競争入札参加への参加申請に当たり、下記に掲げる事項に相違ないことを誓約し

ます。 

 

記 

 

１ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

２ 当該一般競争入札に係る公告の日から過去３年の間及び当該一般競争入札に係る

公告の日の翌日から参加申請の日までの期間において、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の規定に該当しない者であること。 

３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の

申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づく

再生手続開始の申立ての手続中の者でないこと。 

４ 役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは常時契

約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（山形市暴力団排除

条例（平成２３年市条例第２５号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）及び暴力団員等（山形市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を

いう。以下同じ。）でないこと。 

５ 暴力団（山形市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員等が経営に実質的に関与していないこと。  

６ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していないこと。  

７ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。  

８ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこ

と。 
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様式４ 

業 務 実 績 書 
 

  年   月   日  

（宛先）特定非営利活動法人  

やまがた育児サークルランド  

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                           印 

(法人の場合は法人名及び代表者の職氏名) 

 

 

 過去２年の間に、２回以上にわたって国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を  

設置し、管理運営した実績については、下記のとおりです。  

なお、別添のとおり、実績を証する書類を添付します。 

 

設置場所 
の所有者 

設置施設 
の名称等 

所在地 設置台数 設置期間 

     

     

     

  

（記載上の留意点） 

(1) 山形市の施設での実績があれば当該実績を優先して記載すること。 

(2) 複数の実績がある場合は直近の実績を優先して記載すること。 

(3) 「設置場所の所有者」欄の記載は次のとおりとすること。 

・国又は地方公共団体の場合は省庁名又は都道府県・市町村名を記載 

・設置期間は「○年間」又は「○年△月間」と記載し、設置継続中の場合は設置開始時

から本実績書提出時までの設置期間を記載 

(4) 実績を証する書類として、自動販売機の設置を使用目的とした使用許可書又は契約書

の写しを添付すること。 



14 

 

様式５ 

委  任  状 

 

   年   月   日 

 

（宛先）特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド                

 

委任者   所在地 

（本社）   商号又は名称 

代表者職氏名                          

 

私は、下記の者を代理人と定め、下記貸付物件に関して、次の権限を委任します。  

 

記 

 

１ 貸付物件 

物件番号 施 設 名 称 設 置 場 所 

   

 

２ 受任者（支店等） 

所在地 

商号又は名称 

職氏名                          

 

３ 委任事項 

  (1) 入札参加資格確認申請に関する事項 

(2) 入札及び見積に関する事項 

    (3) 契約締結に関する事項 

    (4) 貸付料に関する事項 

    (5) その他契約に関する一切の事項 

 

    注) 上記委任事項のうち委任しない項目については、押印のうえ抹消すること。  

実 印 

受任者印（使用印鑑） 
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様式６ 

質  問  書 
 

（宛先）特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド 

 

「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」自動販売機設置場所貸付けに係る仕様書等に 

ついて、下記のとおり質問します。 

 

質 

問 

者 

会社名  

所在地  

所属／担当氏名  

電話番号  

Ｅメールアドレ

ス 

 

 

件  名 内   容 

仕様書中   ページ  

仕様書中   ページ  

仕様書中   ページ  
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様式６－２ 

回  答  書 
 

  年  月  日 

 〇〇〇〇 様 

 

特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド 

 

「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」自動販売機設置場所貸付けに係る仕様書等への

質問について、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

質問事項 回  答 
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様式７ 

 

  年  月  日 

 

 〇〇〇〇 様 

  

                       特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド 

 

 

入札参加資格確認通知書 
 

 

 〇〇年〇〇月〇〇日付けで提出のあった入札参加資格確認申請について、確認結果を下

記のとおり通知します。 

記 

 

件  名 
自動販売機設置に係る市有財産の貸付 

（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

年度及び物件番号 ２０１９年度 物件番号 

入札参加資格の有無 

有 無 

入札参加資格がないと認めた理由 

 

※入札の際は、同封の「入札参加にあたっての留意事項」を熟読のうえ参加願います。 
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入札参加にあたっての留意事項 
 

以下の事項をご承諾のうえ、入札に参加願います。 

１ はじめに… 

 

この入札の対象となる本賃貸借契約は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 

条の４第２項第４号の規定により行う、借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 38 条の

規定に基づく定期建物賃貸借契約（敷地への設置の場合には、民法（明治 29 年法律第

89 号）第 601 条の規定に基づく土地賃貸借契約）です。 

 

２ 入札貸付料率は… 

 

入札貸付料率は、市に支払う貸付料を算定するために、売上げ（消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、売上実績額の１０８分の１

００に相当する額）に乗じる割合です。 

 

３ 入札回数は… 

落札者がない場合、２回まで入札を繰り返します。 

 

４ 入札にあたって… 

 

（１）入札の参加 

入札参加者は、指定した時刻までに指定した場所に出席することとし、入札時刻

に遅れた場合は、入札に参加できません。 

 

（２）入札書への貸付料率の記入方法 

入札書には、希望貸付料率を記入します。 

なお、落札者と契約する月ごとの貸付料は、自動販売機の月ごとの売上金額に落

札貸付料率を乗じて得た額に、別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額としま

す。 

 

（３）入札書に記入する数字及び記載事項の訂正 

入札書に記入する数字は、アラビア数字を用います。 

なお、記載事項を訂正するときは、誤字に２線を引き押印のうえ、上部に正書し

てください。ただし、金額の訂正は認められません。 
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（４）入札書の提出方法 

ア 入札書（様式９）を封印する封筒（長形３号の定型封筒）の表面に、①「入札件

名及び物件番号」（件名は「自動販売機設置に係る市有財産の貸付け」とし、設置

施設名称と入札する物件番号を併記する。）、②「入札書」、③「入札者の氏名（法

人の場合は当該法人の所在、名称又は称号及、代表者名）」を記載し、上記アの入

札書を封印すること。下記の図を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 封筒（裏）の封印は、代表者の代表印を押印してください。 

※ 代理人が出席する場合は、代理人の印鑑を押印してください。 

※ 封印がない場合は入札書が無効になる場合がありますのでご注意ください。 

 

イ 一般競争入札参加資格確認通知書（様式７）の写し１部を、入札前に提出するこ

と。 

ウ 代理人が入札する場合は、委任状（様式９－２）１部に必要事項を記載・押印し、

入札前に提出すること。下記の図を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件
名 

自
動
販
売
機
設
置
に
係
る
市
有
財
産
の
貸
付 

山
形
市
〇
〇
〇
〇 

物
件
１ 

入 

札 

書 
 

山
形
市
〇
町
〇
番
〇
号 

㈱
〇
〇
〇
〇 

代
表
取
締
役
〇
〇
〇
〇 

表 裏 

印 

印 

印 

入 札 書 

山形市長 
年 月 日 

住所 山形市〇〇〇 

商号 株式会社〇〇〇 

氏名 代表取締役〇〇〇〇 

(法人の場合は法人名及び代表者の氏名) 

代理人 〇〇〇〇 ㊞  

注）  

①代表者の押印は、必要ありません。  

②代理人の印鑑は必ず押印してください。  

※委任状にある代理人使用印鑑を押印してください。  

※代理人の印鑑がない入札書は無効になる場合があ

ります。  
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（５）入札書の引換え等の禁止 

提出された入札書は、引換え又は変更若しくは取消しをすることはできません。 

 

（６）入札の無効 

次のいずれかに該当する参加者の入札は無効とします。 

ア 入札参加資格のない者の入札 

イ 同一の入札について二以上の入札をした者の入札 

ウ 金額を訂正した入札 

エ 金額及び氏名その他入札に関する要件を確認しがたい入札 

オ 入札に際して不正の行為があった入札 

カ その他入札の条件に違反した入札 

 

（７）入札の中止 

次のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止することがあり

ます。 

ア 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき。 

イ 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき。 

ウ 入札において、参加者が一者であるとき。 

エ その他市長が必要と認めるとき。 

 

（８）費用の負担 

    入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前号

の規定により入札を中止した場合も、同様とします。 

 

（９）入札時の持参書類等 

ア 入札参加資格確認通知書 

イ 身分証（免許証等） 

ウ 入札書及び入札書を入れる封筒 

エ 委任状（代理人の方が入札される場合） 

オ 委任状に押印した代理人の印鑑（代理人の方が入札される場合）
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（５）【入札書、委任状】 

 

様式９ 

入  札  書 

  年  月  日 

 

（宛先）特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド 

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                              印 

(法人の場合は法人名及び代表者の職氏名) 

 

 

記 

 

件名  自動販売機設置に係る市有財産の貸付（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

 

物
件
番
号 

  貸
付
料
率 

   
・ 

   ％ 

  (注) 自動販売機の売上げに対する貸付料率（％で小数点第１位まで）を記載してください。  

 

 

 

 

注  （１） 本書は封筒に入れ、封筒の表面に「入札書」の文字及び住所、氏名を記載し、封印するこ

と。 

（２） 委任を受けて入札する場合は、代理人名で記入押印すること。 

（３） 記名押印のないもの及び入札貸付料率を訂正したものは、無効とする。 
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様式９－２ 

委  任  状 

 

   年   月   日 

 

（宛先）特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド                 

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                              印 

(法人の場合は法人名及び代表者の職氏名) 

 

 

都合により当社の           を代理人とし、次の権限を委任します。 

 

 

記 

 

１ (件名) 自動販売機設置に係る市有財産の貸付（山形市児童遊戯施設べにっこひろば） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理人使用印鑑 
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（別紙） 

 

市 有 財 産 転 貸 借 契 約 書（案） 

 

転貸人 特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド（以下「甲」という。）と 転借人 

        （以下「乙」という。）とは、次の条項により山形市有財産について借地借

家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）第３８条第１項の規定に基づく定期建物

賃貸借契約を締結する。 

 

 （転貸借物件） 

第１条 甲は、所有者 山形市（山形市旅篭町二丁目３番２５号）から賃借中の下記表示の物

件を乙に転貸し、乙はこれを転借する。 

 （転貸借期間） 

第２条 転貸借期間は、2019 年 6 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までとする。 

 （指定用途等） 

第３条 乙は、転貸借物件を別紙「仕様書」に基づき、自動販売機の設置及び管理（以下「指

定用途」という。）のために使用しなければならない。 

 （契約の更新等） 

第４条 本契約は、第２条に定める転貸借期間の満了時において契約の更新（更新の請求及び

転貸借物件の使用の継続によるものを含む。）は行われず、転貸借期間の延長も行われないも

のとする。 

２ 第２条の規定にかかわらず、転貸借期間内であっても、甲と所有者との間の賃貸借契約が

終了したときは、本契約も同時に終了するものとする。 

（貸付料及び支払） 

第５条 貸付料は、月ごとの自動販売機の売上金額に貸付料率  パーセントを乗じて得た額

に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし、乙は、甲が四半期ごとに発行する納

入通知書により、甲の指定する日までに支払うものとする。 

２ 乙は、前項に定める納期限までに貸付料を甲に納入しない場合には、当該納期限の日の翌

日から納入した日までの期間の日数に応じ年１４．５パーセントの割合で計算した額の延滞

損害金を甲に支払わなければならない。 

 （契約保証金） 

第６条 契約保証金は、免除する。 

物件番号 名  称 所在地 財産の種類 貸付箇所 貸付面積 

1 

山形市児童遊

戯施設べにっこ

ひろば 

山形市樋越 22 番地 建 物 
休憩室１か所 

（別図参照） 
約 1.5 ㎡ 

2 

山形市児童遊

戯施設べにっこ

ひろば 

山形市樋越 22 番地 建 物 
休憩室１か所 

（別図参照） 
約 1.5 ㎡ 
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（売上報告書の提出等） 

第７条 乙は、本契約に係る自動販売機の売上状況を３か月ごとに取りまとめ、四半期最終月

の翌月の１０日までに、甲の指定する報告書により甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、乙から前項の報告書（以下「売上報告書」という。）の提出を受けたときは、当該売

上報告書に係る貸付料を取りまとめ、速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。 

３ 甲は，乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは，自ら調査し，乙に対し詳細な報告を

求め、又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

 （計量器の設置及び光熱水費並びにその支払） 

第８条 乙は、自動販売機に係る光熱水費を負担するものとする。 

２ 乙は、自動販売機に係る電気等使用量を計測するための計量器（計量法（平成４年法律第

５１号）に基づく検査に合格したものに限る。）を設置するものとし、当該計量器の設置に係

る費用を負担するものとする。ただし、甲が計量器を設置しないこととした場合は、この限

りでない。 

３ 甲は、前項の計量器又は定格消費電力に基づき甲が定める光熱水費算定方法により光熱水

費を計算するものとする。 

４ 乙は、甲が発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに、第２項の計量器の設置

に係る費用及び前項の光熱水費（次項において「光熱水費等」という。）を甲に支払わなけれ

ばならない。 

５ 第５条第２項の規定は、乙が前項に定める期日までに光熱水費等を支払わない場合につい

て準用する。 

 （費用負担） 

第９条 自動販売機及び容器回収ボックスの設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負

担とする。 

２ 前条第２項の計量器の撤去に要する費用は、乙の負担とする。 

 （賃貸借物件の引渡し） 

第１０条 甲は、第２条に定める転貸借期間の初日に転貸借物件をその所在する場所において、

乙に引き渡すものとする。 

 （瑕疵担保等） 

第１１条 乙は、本契約の締結後、転貸借物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発

見しても、甲に対し、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第１２条 乙は、本契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸しては

ならない。自動販売機及び容器回収ボックス並びに乙が施した造作についても同様とする。 

 （管理義務等） 

第１３条 乙は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意義務をもって維持し、保全しなければ

ならない。 

２ 乙は、賃貸借物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をも

って甲に申請し、甲の承認を受けなければならない。 

３ 甲は、乙から前項の規定による申請があったときは、遅滞なく事情を調査し、その申請に

対する承認の可否について書面により乙に通知するものとする。 
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４ 前３項の規定により支出する費用は、全て乙の負担とし、乙は、甲にその費用の償還等を

請求しないものとする。 

 （第三者への損害の賠償義務） 

第１４条 乙は、賃貸借物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲

の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 甲が乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することが

できるものとする。 

 （滅失又は毀損の報告） 

第１５条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況

を甲に報告するものとする。 

 （商品等の盗難又は毀損） 

第１６条 甲は、設置された自動販売機、容器回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品

又は当該自動販売機内の売上金若しくは釣銭（以下「商品等」という。）の盗難又は毀損につ

いて、その責を負わない。この場合において、乙は、乙の負担において商品等の盗難又は毀

損について解決しなければならない。 

 （実地調査等） 

第１７条 甲は、賃貸借物件について随時使用状況等を実地に調査し、又は乙に対し必要な報

告を求めることができるものとする。この場合において、乙は、その調査を拒み、又は報告

を怠ってはならない。 

 （違約金） 

第１８条 乙は、第３条に定める指定用途又は第１３条第１項に定める管理義務に違反したと

きは、貸付料の３か月分に相当する額として甲が算定した額の違約金を甲に支払わなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情があると甲が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の違約金は、違約罰であって、第１４条及び第２２条に定める損害賠償の額又はその

一部としないものとする。 

 （契約の解除） 

第１９条 甲は、転貸借物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、本契約を解

除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１）本契約に定める義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められ

るとき。 

（２）乙が次の各号のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が山形市暴

力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

イ 山形市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 
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エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

（３）乙が詐欺その他不正の行為をしたとき。 

３ 甲は、乙が本契約の解除を申し出たときは、本契約を解除することができる。ただし、乙

は、本契約の解除を申し出るときは、解除しようとする日の６か月前までに書面により行う

ものとする。 

 （返還及び原状回復の義務） 

第２０条 乙は、第２条に定める転貸借期間が満了したとき、又は甲が前条の規定により本契

約を解除したときは、甲の指定する日までに転貸借物件を原状に回復し、甲に返還しなけれ

ばならない。ただし、甲が原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りで

ない。 

２ 乙は、その責に帰すべき事由により、転貸借物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した

ときは、乙の負担において転貸借物件を原状に回復しなければならない。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第２１条 前条第１項の規定により賃貸借物件を返還する場合において、乙が賃貸借物件のた

めに支出した改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙は、これを甲に請求し

ないものとする。 

２ 本契約が終了した場合において、乙が施した造作については、第１３条第２項の甲の承認

の有無にかかわらず、乙は、甲に対し、その買取りの請求をすることができない。 

 （損害賠償） 

第２２条 乙は、その責に帰すべき事由により、転貸借物件の全部又は一部を滅失し、又は毀

損したときは、転貸借物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければなら

ない。ただし、乙が転貸借物件を原状に回復した場合は、この限りでない。 

２ 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当

する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

３ 甲が第１９条の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害が生じた場合であっ

ても、乙は、甲に対し、その補償を請求しないものとする。 

 （変更の届出） 

第２３条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他本契約の当事者としての事項につ

いて変更が生じたときは、直ちに書面により甲に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出を怠ったために甲からなされた通知、送付された書類等が延着し、

又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。 

 （秘密の保持等） 

第２４条 乙は、本契約を履行する上で知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他

の目的に利用してはならない。本契約の終了後においても同様とする。 

 （契約の費用） 

第２５条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 
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 （管轄裁判所） 

第２６条 本契約について訴訟等を行う場合は、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 （協議） 

第２７条 本契約に定めのない事項及び本契約に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるも

のとする。 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 

 

       年  月  日 

 

 

                  甲 山形市七日町１－１－１ 

                    特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド 

                     代表 野口 比呂美 

 

 

 

 

                    乙  
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